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はじめに

　ファーティマ朝の国家体制を理解する上で，そのディーワーン制度，つまり行政機構に関す

る研究が重要であることは言をまたないであろう。ところが意外なことに，フアーティマ朝

のディーワーンに関する詳細な研究は，まだ現われていないというのが現状なのである。

ファーティマ朝の制度を扱った研究の中には，ディーワーンに関する書及は多く見られるの

であるが，それらの大半はMaqrlziのK壌a㌻およびQalqashandiの＄u助に挙げられている諸

ディーワーンに関する記述1｝の簡略な紹介か，そのアラビア語テキストそのままの引用（アラ

ビア語で書かれた研究によく見られる，いわば白文転載の羅列）に終わっており，テキストの

文言を仔細に分析検討した解説とはなっていないz）。ところで，そのKhitat，＄ubりの記述は，

実はファーティマ朝末期の官吏だったIbn　alぼuwayr（A．　H．524－617）の著作，　N％zha　al－Mu－

g履妙7多π肋妨酢野掛ω履α卿に依拠している。ファーティマ朝の制度に関して最も多くの

情報を提供するこの著作自体は，早くに失われてしまったのだが，近年Ay磁aa　Fu’id　Sayyid

氏によって復元された。本稿は，この復元Nuzhaテキストにおけるファーティマ朝ディー

ワーンに関する記述の翻訳と注釈である。

　復元は，Ibn　al－Tuwayrを引用した著述をできるだけ多く収集し，その内容を歴史と制度と

儀式に三分類して整理・統合することによって行なわれた。ディーーワーンの部分に関して用

いられたのは，K：hi凱，　ltti‘aq，＄u海，および王bn　al－Furatの刊本および諸種の写本である3｝。こ

のような間接的手法による限り，復元にも限界があるのは当然だが，ファーティマ朝史料研究

の第一人者といえるサイイド氏が史料を博捜してまとめあげた本書が，現在手にしうる最良

のNuZhaテキストであることは問違いない’t）。もっとも，Nuzhaの与える情報が，主として王

朝の末期を反映していることは確かである。ディーワーンに関して言えば，Nuzhaに登場す

るそれらが，ファーティマ朝のディーワーンのすべてではないことは，同王朝関係の史料をひ

もとけばすぐにわかることである。しかしまた，Nuzhaの記述がファーティマ朝の制度に関

する最重要史料である限り，ディーワーン概究もまずこの史料の吟味から始めねばならない。

　行政用語の難解さに加え，文意の不明瞭な部分も多いテキストゆえ，翻訳，注釈共に，いくつ

もの誤りを鴉していることとは思うが，それらは，読者諸賢の指摘を得て，いずれ訂正するつ

もりである。
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テキストの翻訳と注釈

DTwan・al－Majlis（総財務庁）［Nuzha：74－79］

　翻訳5）Ibn　al，Tuwayr拓く：diwgn　al－majlisは，昔（qadiman），諸ディーワーーンの根本（a＄｝）

であった。その申には国家の全知識が集申していた。そこには多くのカーティブが飯属し，

彼らの各々に独立した持ち場伽ajlls）が与えられ，各々に1～2人の補佐（㎜u‘in）がついた。

このディーワーンの長官（sAhib）c’〉は，イクターに開する代弁者であり（al－mutahaddith　fi　al－

iqta‘at），dIw翫a1．nazar［長官1とi司等の地位にある。〈略〉

　田く：彼らに関連する特別の職務の記述。その第一は，daftar　al－majlisであり，その保管者

（s2hib）はムハンナクの滋雨ηの一人である。さて，それ［の作成］は，諸ディーワーンの長

（ra’s）として，またそのダフタルの責任者としてふさわしい最も秀でたカーティプに委ねら

れ，彼は宮殿内のディーワーンに席（mak盃n）を与えられる81。その内側（al－bAtin）は，下賜物

（‘ataya）の授与［リスト］であり，外側（al－zahir）は9｝，薪年初日の分配物・犠牲獣・［カリフの3

子供や親族や従者また様々な階腰の距僚に心する衣類（kuswat）の手当て・世界の諸王から

届けられる贈り物および彼らに送られる恵み（mulatafkt＞・書状による通信のある者たちへ

の下賜金・死亡した高窟の経帷子葬支出される金額，の記録である。さらに年度毎の差異を

知るために，国家において費消される必要物資が記録される。新年元旦の恵みは，ディーナー

ル，四分の一金貨（rubE‘iyya），二十四分の一金貨（qararit）で3，000ディーナール近くに達する。

また犠牲獣の値は2，000ディーナール近くである。dEr　al－fi㌻ra’Olにおける入々への分配用の

支繊は7，000ディーナール。dar　al，tirazii）において特甥の使用やその他のために支出される

額は，毎年10，　OOOディーナール。運河開き（fath　al－khalil）12）の大切なHに支出される額は，食

糧を除いて，2，000ディーナール。ラマダーン月に食事用に支出されるのは3，000ディーナー

ル。al－fitr（断食明け祭）とal－fiahr（犠牲祭）の食事に支鵡されるのは4，000ディーナール。こ

れらは，現物で諸庫から人々に放出される食物，飲料およびその他の賜与を除外してのことで

ある。〈略〉

　この職務のために，本来のディーワーンの長元のもとに，専任のカーティブがおり，彼と共

に，それをダフタルに書き付ける稠の工人のカーティブがいる。そのダフタルとは，そのよう

なことが，もれなく正しい時Bに書き込まれる広げられた記録簿薙ara’id撫asゆきt＞の意味で

ある。

　al＿至stim盃ri3）

　EEIく：毎年犠牲祭が済むと，ズールヒッジャ月中，その年のistlmゑrの作成が命じられる。

するとd1win　al－rawatib（俸給庁）のカーティブたちが，その長窟のもとに集まり，資料（‘urUd）

が彼のもとへもたらされる。それから正確な文書が起草されると，樋常の］手墨て（kharj）以

外に支給される特別賜与（idrar）の書類が［diwan？〕a1－majlisから取り寄せられた後に，清書が

作成される。特別賜与には，上下エジプトにおいて（bi－1－wajhayn）規定されているものが記さ
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れている。そしてこの額が，diwan　al－rawatibで知られている額に［書き］加えられる。それは

istimArにおいては，明細が定められているものを一切もらさないために，またその額が現

金・現物その他で知られるためにである。それらはすべて受給者の名毎に正確に記される。

第一番巨はワズィールとその一族郎党であり，以下，照明係に至るまで全員について記される。

〈略〉これらはすべて，毎年元旦に授けられる賜衣や用意される手当て，また断食明け祭のた

めにdar　al－fitraから供される現物を除いての話である。またdafヒar　al－majlisにおいて承認さ

れている内々の賜与および待遇も除いてのことである。‘‘Nuehaα1．Muqlαtayn　fi　Sirαα1－

Dαwtatayn”の著者【ヨく：ある時一当時私はdiw2n　aL　raw会tibを委ねられていたが一の決

定額は，1◎O，OOeディーナール余りか，あるいは200，000ディーナール近くであり，小麦と大麦

は10，000アルデブであった。そして作成が完了すると，カリフの一もし彼がいるならば，つ

まり実権を握っているならば一一もしくはワズd一ルの上覧に供するために1’o，　diwan　al－

nazarの長官に一一もしいるならば一さもなくばdiwfin　al－mallisの長官のもとにもたらさ

れる。〈略〉［カリフまたはワズィールへの］提示が完了すると，それはal－diwan（dlwan　al－

majlisか？）に持ち出されるが，一部のリストはすでに酬除されている。これらの者は，国鷹

回廊幽の根拠のないこと，また，掴庫の］窮乏の故に俸禄（iqamat）を抑制されるのである。受

給者は，カリフやワズィールに訴願することによって（bi－1－mustaqbalat）満額を得ようとする。

しかし，多すぎると判じられた者は減額され，値する者は増額される。またその島々の状況に

応じて，ある者は免職され，他の者は，任用される。さらに［istimarは］持ち出されて，この

ディーワーン（diw2n　al－raw2tibか？）の長（rabb）に引き渡される。そして肖ll除されたところ

に基づいて事は運ばれる。〈略〉

　注釈　「昔」というのが，いつ頃までのことかは不明だが，このディーワーンは，ある時期ま

で諸財務機関の上位にあって，それらを統括するディーワーンであったことは確かである。

Nabuls1によれば，俸給査定の他，　diwan　al－zakat（zak翫＝救貧税），dlwAn　al強w甜Gaw銭II＝人頭

税），dlw勘al．khar盃j（khar2j　・土IL；税），diw知al－maw盃rith（後述），d抽激al－natr曲（diw2n　al－jlh－

adの項を見よ），diwan　al－thughGr（後述）その他のディーワーンの監査および窟吏の任免にあ

たったと雷う［Luma‘：36；Rabie　l972：144－145］。また王朝前半期のワズィール＝ヤーズー

リー時代（442－450年）の記述に，「諸デイーワーンの監査宮（zim瞭m）たるdiw2n　a1－majlisの畏

窟」という表現も見え［Khitat，　L　82，99］　i「’），このディーワーンの地位をよく示している。

　Mlzha記述に見える，このディーワーンの二大職掌は，daftar　al－mallisおよびistim2rの作成

であるが，前者は節挙や臨時の特別賜与のようであり，後者が本俸であろう。istTmarの作成

にあたるdiw2n　al・raw2tibは，ある時期以降，　dlwan　al－majlisの部局をなしていたらしい［本稿

：　7］o

　さて，出典との対校をしてみると，Khi㌻at　［1：397－3981とは記述がほぼ一致するが，＄u助

［ln：489－490］では，daftar　al－majlisまでの記述が簡略化されて記載されているにすぎない。

しかも＄ubllでは，diw2n　al－majlisの記述そのものが，諸財務ディーワーンの列挙（14機関）の中
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で，岡様に財務監督の機能を有するna多ar　al－dawawin（diwEn　al－na4ar），dlwan　al－t的qiqに次い

で，第三番9の記点訳しか与えられていない。また1．F。［W：14H42］でも，diw2n　al－majlisは，

諸財務ディーワーンの統括（ra’s　asl）5b　dawawin　al－amwal）の項（上記三機関を挙げる）におい

て，詞様に虚蝉番目に扱われている。これら三機関の相互関係については，後にも触れたいが，

ある時期までは諸ディーワーンを包含ないしは統括・監督していたd1w5n　al－majlisも，後に

各部局が独立・分化していくと，その地位は梢対的に低下し，場合によっては，主として賜与

や俸給のみを扱う機関に特化したのかもしれない。後に見るように，このディーワーンの長

窟の俸給額の相対的な低さも，それを示唆する［本稿：7］。

　「イクターに関する代弁者」については，　diwaR　al－jayshの項を参照されたい。

Diwan　al－Nazar（財務監督庁）［Nuzha：79－81］

　翻訳　lbn　al・Tuwayr曰く：諸財務ディーワーンについていえば，その最高位は，それらの

監督（nazar）を委ねられるものである。彼は［窟吏の］任免権を有する。そして彼の手によっ

て，定められた時期にカリフまたはワズィールに「書類の提示（‘ard　aLawr盃q）」がなされる。

またこの職についたキリスト教徒はal－Akhramだけであるが，彼は掴家の］徴税を請け負う

ことによって初めて，この職を得・たのである（1am　yatawa＄＄al　ilay－hi　illa　bi－1－damlin）。またこ

の職にある者は，近家の徴税窟をあらゆる理由で逮捕することができる。〈略〉そして，決算

の請求，税金徴収の督促，儲負額の1弁済義務ある者（arbab　al－budGl）16）レこ対する請求業務の

ために，文書起草宮を任命する。そして彼が意図するところについて国家の誰からも反対さ

れることはない。

　注釈　このディーワーンが財’政の最高監督機関であることは，明白である。素雪年代は不

明だが，年代記には，　527，　532，540，542，549年の各条に，特に長官の任免の記述が見え，少なく

ともこの時期に，この機関の重要性が高まっていたと推察される［菟原1982：141］。

　カリフまたはワズィールへの「書類の提示」の部分は，Su藩邸：489］では，awr5qがarzaq

（俸禄）となっている。これは，単なる書写ミスというよりも，この記述がdiwan　al－majlisの項

で述べられているistimarの提示であると解すれば，辻褄があう。

　アフラムの徴税講負については，Nuzha［49］に以下のように記されている。

　　［ワズィール麗リドワーンは］前述のアルメニア人ワズィール・・パフラーム17）の蒔代に，ア

　　ル・アフラムと呼ばれるキリスト教徒がdlw2n　al－nazarの職を得ていたことを知った。

　　［アフラムは］租税（mu’an）と罰金以外に，毎環，000ディーナール〔政蔚に納入すること1

　　を請け合った（badha茎a）。このようなことを始めたのは彼が最初で，彼はムスリムを害し，

　　抑圧した。それはワズィール＝リドワーンには堪え難く……彼の替わりにal－Murtaqa　al－

　　Muhannakと呼ばれる者を徴税請負なしに（bi一｝5　damfin）　［diwan　al－nazarに］任幣した。

この記述を見る限り，この場合の徴税請負は国家レベルのものであり，アフラムは，薪たな雑

税の導入で増収をはかったのではないだろうか。

Diw5n　al－TahqTq（財務検査庁）［Nuzha：81］
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　翻訳　Ibn　al－Tuwayr曰く：このディーワーンの意味するところは，諸ディーワーンの照査

（al－muq2bala　‘ala　al－dawawiR）である18｝。このディーワーンは練達のカーーティブ以外には委ね

られなかった。〈略〉また彼は，ra’s　al－diwan（ディーワーンの長）すなわちdlwan　al－Ra4arの

長官と同等の地位を授けられたが，多くの場合［その職はユ空席であった（yaftaqir　ilay－hi　fi

akthar　a｝一awqAt）　o

　注釈　このディーワーンは501年に創設されたことが知られており，初代長官Ibn　Abi　al－

Laythは，国家歳入・歳鵡の総責任者であった［菟原1982：141］。またNuzha［50］には，「この

ディーワーンは諸ディーワーンの最高位を占め（ajall　al－daw5wln），国家の全ディーワ・一一一ンを

照査する（yuqabil）」とあり，diwan　al－tallqiqが財政の最高監督機関であったことは確かである。

　では，diwtin　al－ma31isおよびdiwan　a茎一nazarとの関係はどうだったのであろうか。すでに

述べたように，LF．では，三機関が，諸財務ディーワーンを統括するものとして，一括表記され

ている点から見ても，これらが同様の職掌を有することは明らかである。Nuzhaテキスト内

での墨跡を整理してみると，①ヨ機関の長は同等の地位・権限を有するが，②diwan　al－nazar

とdiwAn　al－tabqlqの長窟は空席の場合があった。一方，リドワーンのワズィール時代，531年

から532年頃かけての人事を見れば，これら蹉機関が同時代に存在していたことも明らかであ

る19｝。さらに，Nuzha以外の史料には，いずれもアフダルのワズィール時代（487－515年）のこと

だが，　diwAn　al－majlis　wa　al－nazar［校訂者，解説：61；Sawlrus皿一1：3］およびdiw2R　al－

tabqiq　wa　al－majlis　［海原1982：141；茎ttl毎斑：69］というような一体化した表現すら見られ

る。

　これらを勘案すると，diwan　al－t的qlqとdiwan　al－na4arは，隠代の要請に応じて，おそらくは

財務監査を主要任務として，　diwan　al－majlisから独立の部署とされたが，その独立姓はあいま

いなものだったのであろう。すなわち，これらのディーワーーンの中では，一人の長官が複数の

機関を兼任することもあれば，機関そのものが一一つに統合されていた時期もあったのではな

いだろうか［c£校訂者，解説：58－64；Nuzha：81，注（2）；菟原i982：141，150］。

Diwan　al・・Juyitsh　wa　al－Raw5tib（軍務および俸給庁）［Nuzha；82－85］

　翻訳Ibn　al－Tuwayr聰く：diwan　al・juyashの職は二つに分けられる。その第一はdiwan

al－laysh（軍務庁）で，そこには性堅固なmustaw鼠会計官）が任じられ，彼はムスリムでなけれ

ばならない。〈略〉軍隊の諸事が彼に報告され，また閲兵（‘arG）と軍人の身体的特徴（￥ula）

［の記録］と衣類（thiy2b）のことが委ねられる。このディーワーンには1軍人に関する］正確な

記録（shawAhid）を管理するIII名の保管吏（kh2zin）がいる。一人の軍人が閲兵され，ムスタウ

フィーが納得すると，その軍人の乗馬が検閲される。彼には雄または雌の良馬だけが与えら

れる。〈略〉［カリフの3正式命令（marsfim）による以外には，いかなる軍人［の待週も変更さ

れることはない。彼らのイクターについても同様である。このムスタウフィーにはアミール

の副窟（複数）がついており，彼に，軍人の生・死・病気・健康についての最新情報を伝える。

また彼は，イクターの相互交換に関して，dlwfin　al－majlisの長窟の［単なる］署名［だけ］ではな
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く，説明のある書類をもとに（bi－1．tawqi‘at　bi－ghayr‘alama　bal　bi．takh痴＄aりib　diwan　al．

majlis）軍人たちに対する許可証を書いていた（kana　qad　fas的a）。このディーーワーンで捧給

受給者の書類（awr的arb飾aLliray盃t）が作成されるが，アミールには，たとえその地位が高く

とも，滅多に植生のない広大な土地（balad　muqawwar）en）1ま与えられなかった。

　このディーワーンの第二の部局はdIw2n　al－raw2tib（俸給庁）であり，ここでは，闘家に仕え

る者と庇護者のすべての名前と俸給が登録されている。そこにはく略〉性堅固なカーティブ

が任じられ，さらに補佐窟（mu‘in）および文書作成窟繰ubayyiq）が十三ほど所属する。各慮

に支払われるべきものが秩序正しく支給されるために，継続者については絶えず，二二受給者

については即座に，また死亡者は，その死について，情報がすべての地域からそこへもたらさ

れる。そしてこのディーワーンでは，いくつもの［俸給額の］等級が定められている。

　第一等級……2監｝

　注釈　diwaR　al－jayshは軍政事務機関である。上記の文脈からは，当然のことながら，精強

な軍隊維持に対する配慮が感じられる。このディーワーンの責任者は，逓常と異なって，

麟ibやmutawalliではなく，　mustawffという官職名で呼ばれている22）。ここに述べられている

イクターの性格や，その「趨互交換」の意昧は判然としない［c£本稿：8］。ただ，そこに述べ

られているdiwan　al臓a舞sの長窟の役割が，彼に「イクタ・一一一に関する代弁者」［本稿：2］とい

う位置付けを与えるのであろうL：｛｝。このディーワーンで作成される「俸給受給者の書類」が具

体的に何を指すのかは，はっきりしない。

　さて，diwan　al・raw2tibは，文字どおり俸給を主管し，テキストの俸給等級は以下のように整

理される。全体的な傾向としては，内廷の側近や国家宗派にかかわる職掌伺法長官，教宣長

官）の方が，実務窟僚よりも高い俸給を得ている。またワズィールの待遇が破格なのは，王朝

後半期における彼らの卓越した地位の反映である［cf，菟原1982：143］。

　第一等級

　　ワズィール……5，000（ディーーナール／月）　　　　　　　ワズィールの息子・兄弟……200～300

　　ワズd一ルとその縁者の従者たち……（一括して，イクター以外に）300～400～500

　第二等級〈カリフ側近（hawashl　al－khalifa）〉

　　ムハンナクの盛：蜜たち，zimam　al－qaSr（窟廷監督富）2’t），　＄at｝ib　bayt　al．mal（国富長官），鱒mil　al．risala

　　（カリフ書状の取次三宮），　sallib　al．daftar（daitar　al－majlis’g理窟），sh巨dd　al．晦（カリフ宝冠の装震係

　　宮〉，zimam　al－ashraf　al・aqarib（カリフ韮猛族の監督窟），§巨瞬b　al－maliis（カリフ霧易晃室長）…一…各100

　　上記より下位の者は，10デK　一一ナールずつ減額される（最低額は，10デK一ナール）

　　カリフ侍医（2名）・・一50　　　　　　　　　　　　　　宮殿住み込み医宮たち……10

　第三等級くカリフ御前に仕える諸階級の者たち＞

　　katib　al・dast　al－sharlf（文書庁長官）……150　　　　　　文書庁長官専属のカーティブたち……30

　　a｝一khidma　al－daqlqa25）”””100　＄aljib　al－bab2S）・・・…　120

　　癩ml韮al－sayf（太刀持ち），願mil　al－m鴎（槍持ち）27｝……各70

　　諸軍団および黒人軍園のzimam（軍監）たち……30－40～50
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第四等級

qadi　al－quda伺法長富）……IOO

　カリフ御前のqari’（コーラン読み）たち……10～15～20

　諸モスクのkhatib（説教師）たち……10～20

第五等級く諸ディーワーン官僚＞

　diwan　al，nazar畏’欝・…・・70

　diw巨n　aLmajlis長官……40

　鋤ib　daftar　al．majlis専属のカーテイプ……5

　al－muwaqqi‘　bi－1－qalam　al－jall129）・・・…30

　すべてのmu‘in（補依窟）……5～7－10

第六等級〈カイロとフスタートの吏僚（mustakhdam）〉

dal　al－du‘a（教宣長窟）……100

sha‘ir（宮廷詩人）たち……IO一一20

diw2n　al－taljqiq長蜜……50

saljib　daftar　al－majlis’iS）・・・…　35

dlwan　al－juygsh長i9’・・。・・。40

その他の諸ディーワーーン山脚……20

　　カイロ総督庸（wilaya　al－Qahira）およびフスタート総督府（wilaya　Mlsr）の吏僚たち（総督か？）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・一一一・・一・一・一一一一・一・一一一一一一一一・一50

　　穀物癒，カリフ別邸？（mun、ikhat），庭園，カリフ私有地（amlak＞等の驚護人（hamin）たち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・…　一・一・・一・一・一・一・5－10－15－20

　第七等級〈宮殿内外の召使（farrash）〉

　　寧的ib　al－ma’ida（食享長），願mi　al覗a㌻abikh（厨房長）……各30

　　rashshash（散水係）たち……5一一10

　第八等級く近鷲騎馬隊（§ibyan　al・rikab）＞

　　S飾ib　rikab　al－khallfa（近衛騎馬隊長，12名）……各50　　　　　隊員……5～IO一一15

　ところでdlwan　al－rawatibの記述は，＄u助では二二りに現われる。第一は，　dlw蝕al．jaysh

wa　al－rawatibの一部局としてであり睡：489，俸給の詳細は521－523］，第二は，諸財務ディー

ワーンとして列挙される14のうちの7番Rのディーワーンとしてである［1ヨ：491］。第一の記

述は，多少の省略・異同はあるが，Nuzha記述とほぼ岡内容である鋤。一方，第二の記述内容は，

Nuzhaにおけるdiwan　al－majlisの項のistimarの部分の要旨である。同じく俸給を扱う部周が，

このように二通りの記述をされているのは，dlwan　al－rawatibが，ある時代に，dlwan　al－jaysh

の部馬からdiwan　a1－inajiisの部局1こ変更されたことを物語っていると冤てよいであろう31）。

DTw5n　al一門a‘（イクタ一門）［Nuzha：86］

　翻訳　dlwafi　al－i⑫‘について言えば，そこで扱われるのは，軍人に分与されるものだけであ

る。彼らの身体的特徴（bilya）および乗馬の特徴（shiya）は登録されない。ある徴税区

（nfilliya）が徴税請負人（曝mln）を欠く時，あるいは［請負契約を］解かれた（mabltila）場合に，そ

の［徴税区の］イクターが捌り当てられる（rusima）。　diwan　al－majlis　それが諸ディーワー

ンの統括機関であることは，すでに述べられた　　によって，4年問の租税額（irti鋤［の査定

簿］が作成される。［4年のうちの］2年間は豊作を基準に，また2年聞は不作を基準に，それ

に関する調査によって［作成され】，それからその租税額が，この期間分（4年聞分）合算され

るx2｝。この租税額は穀物その他の売却価格（as‘ar）によって定められる：13）。定められた額が，
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それによって徴収されると，その余剃は［徴税請負人に？］取られる（fa－ldhA　ljtama‘a　MiR

dhalika　mablagh　ma‘lam　ukhidha　ray‘一hu）。ある徴税請負人が［他の者に？］分与されていた

徴税区（Rahiya　kanat　muqta‘a）を請け負うことを望む場合には，その地区の年収高（‘ibra）に基

づいて，収獄に平均額（mu‘addal）が算定され，余剰と，このやり方で彼が望む経費（badhl）と共

に，それを請け負う”t）。

　‘ttrban（遊牧アラブ）について言えば，辺境その他における彼らのイクターはi‘tidadと呼ばれ

る。それは各1，000ディーナール毎に100ディーナールである。

　注釈　1．F．［W：147－148］に依拠したテキスト。　Subh［th：489］の記述は，わずかに3行の

み。Khitatには記述がない。

　ここには二つのタイプのイクターが挙げられている。軍人に分与されるイクターとi‘tidad

のイクターである。前者は以下の理由により「軍事イクター」ではなく，納税講負契約

（qabala）であると考えたい35）。①身体および乗馬の特徴といった軍事的能力に関わる条件が

無視されているのは，このイクターが軍事奉仕とは無関係であることを示唆している。②

アッバース朝期からファーティマ幽魂にかけての納税請負制では，毎年一定額を国庫に納入

するために，4年間の契約期限を設けてその平均をとっていた［森本1975：282］。③主語が

あいまいで，文脈は不明瞭だが，イ．クターを摺り当てられた者（この場合，微税請負人）が受け

取るのは，余剰と経費であって，「定められた鶴は政府に納入されると解釈しうるSS｝。

　もっとも，なぜ軍人だけを対象とする制度が設けられているのかについては，明瞭な理由を

見出だすことができない。ファーティマ朝後半期には，納税講負契約への軍人の参入が一般

化しており，彼らを優遇するため，あるいは混乱を避けるために，政府は専爾機関を設置した

のであろうか［c£菟原1982：150－151］。「［他の者に？］分与されていた創唱区を請け負う」

以下の部分は，請負の下請けを意味するものと考えておく［c£森本1975：284］。

　i‘tidadのイクターについては，Makhztimiに比較的詳しい記述が残されている。それによれ

ば「i‘tid盃d（計算）のイクター一」は，正式にディーワーンに登録され，閲兵を経た遊牧アラブ（ウ

ルバーン）にのみ俸給として割り当てられる。イクター割り当ての条件は，服従，街遵の警護，

危急の際の畠動，正規軍への出仕，等であるが，遠征の義務はない。［MakhzGmi：69－70；

Cahen　ig72：k66－167］。要するに補助軍としてのウルバ…一・ンに授与された軍事イクターの

一種と見ることができよう。i‘tidadとは，イブラ（イクター年収高）の計算方法を示す用語で，

4dEnar　i‘tid2dが1dlnAr　jayshiにあたる［Cahen1972：178－179］　37〕。翻訳中の「L　OOOディー

ナール毎に100ディーナール」というのは，i‘tid2dのことではなく，経費あるいはウシュル（十

分の～税）として政麻によってイクター一一q又入から差し引かれる額を指すものと思われる［cf．

Cahen1972：王78；Cahen1956：21；｛凌…藤　1986：241－242］。

DTwan　al一／lhsltδ’　wa　at－Mukatab5t（文書庁）［Nuzlta：873

al・一TawqT‘bi－1－Qalam　al－DaqTq　ff　al－Ma4alim（マザーリムにおける細筆による書き入れ）

　［Nuzha：87－88］
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al－Tawqi‘bi－1－Qalam　al－JalTl（太虚による書き入れ）［Nuzha：88－90P）

　翻訳　（dTwan　al－igsh5’）ファーティマ朝の制度について，lbn　a玉一Tuwayr涌く：この地位

（文書庁長宮）は，ファーティマ朝では，書記術に最も車越したカーティブにのみ委ねられ，彼

は，al・ajall（最も卓越した）と呼ばれた。鋼着した書状は，封をされたままで彼に手渡され，彼

が手ずからカリフにそれを提示する。その書状の記録およびそれに関する返答を命ずるのは

彼であり，また時にはカリフのもとで夜を過ごす。これは彼以外には認められないことであ

る。

　臼く：彼は賜衣（kiswa）・手当て（i・us亘M）・恵み（mulatafat）に関して，イクター受給者の中

でtfi　一一位を占める（awwal　arbab　al・iq倒且t）39）。貴顕（kkaw鄭）以外には誰も彼のディーワー

ンに入ることはできないし，また彼の［部下の］書記の誰とも会うことはできない。＜略＞

　Ibn　al－Tuwayr曰く：エジプトのファーティマ朝では，彼のことをkAtib　al－dast（上席の書

記）と呼んでいた。

　（al－tawqY‘bi－1－qalam　al－daqiq）カリフは彼が必要とするコーランの知識・筆跡の手直

し・ハディースの知識・預言者やカリフたちの話についての絹談相手を欠かすことができな

い。彼（栢談相手）は，週の大半をカリフと購席する。また彼にはその役目に適任のムハンナ

クの窟窟がつくので，［虚血者は］皆で3人になる。彼はカリフに伝記の逸話の要約を読んだ

り，高貴な振る舞いの話をくりかえし語る。それで彼にはkatib　al－dastに次ぐ高い地位が与え

られる。〈略〉また彼は［マザーーリムにおける］輪廓による書き入れの職務を有している。

〈略〉そして彼が［指示を］書き入れるもの（訴願書）を彼に提示する給仕（farr2sh）がっく。

文書庁（diwan　al－mul（atabat）の職責上，彼は許可なしには誰も入ることのできない執務所を与

えられる。彼の待遇は，手当てや塞翁その他において文書庁長窟に次ぐ。

　（at－tawqT‘bi－1－qalam　al－jalll）これは：重要な地位で，［「細筆による書き入れの職」に対して］

al．khidma　al－sughra（ノ1・職）と呼ばれる。〈略〉彼が書き込むべき書類を手配する給仕が彼の

ために任命される。ワズィールが軍人である場合には，カリフは四つの場合を除いで。），手ず

から書類に書き入れることはない：カリフに訴願書が提出されると，彼は「いと高き神が望み

たもうなら，それは裁可されよ」とそれに書き入れる。あるいは，その右側に「そのように書き

入れ・よ」とも書く。それから訴願書はdiwan　al－majlisの長窟本人のもとに運ばれ，彼が太筆で

（jamaa）それに書き入れるが，署名（‘alama）用に余白を空けておく。すると訴願書は再びカリ

フのもとに運ばれ，彼はそれに署名を入れる。彼ら（ツァーティマ朝カリフ）の署名は皆“al－

hamd　li4励rabb　al一‘alamln（全世界の主たる神に賛美）”であった’tl｝。それから訴願書は持ち

幽されて，諸ディーワーンで［処置が］確認される。

　カリフは租税取り立て免除（musamaha）や特別報酬（taswigh）やワクフ設定（tahbis）に関し

て［命令を3書き入れていた：「我らはそれに恩恵を与える」また「我らはそれを果たす」。もし

カリフが以蕩の事柄について知ることを望む時には，「それについて事情を明らかにせよ」と

書き入れる。そして事情が明らかにされると，カリフはそれに署名する。剣のワズィール（軍
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人ワズィール）がいる時には，カリフは慮ら「我らがワズィールal－sayyid　al－ajall（各ワズィー

ルの称号が書かれる）一一神よ我らに彼の長生を享受せしめよ　　はそれの処置を命ずるよ

うに。いと高き神が望みたもうならAと書き入れる。ワズィールはカリフの筆跡の下に「我ら

が主・儒徒の長一彼に神の祝福あれ一一の命令は従われるべし」と書く。ワズィールが悪

筆の場合には「従われるべし」［とだけ］書く。そして前述したように，諸ディーワーンで確認

される。〈略〉

　注釈　文書庁はdlwan　al－ras2’ilとも欝われ，地方や外国から中央政府に送付される文書・

通儒を処理し，申央から益せられる文書を作成する機関である。したがって，その長官が最も

書記術に卓越していなければならないのは当然である。また彼の執務所に余人が近寄り難い

のも，そこで国家の重要事項が処理されているからであろう。書状の取り次ぎ，記録返答，等

の業務に関しては，もっと複雑な手順を記した史料も知られているが，その紹介は別な機会に

譲りたい421。

　長官が「カリフのもとで夜を過ごす」の部分は，Khitat［王：402］では，「カリフは，非常に多

くの事柄に関して，彼に助書を求め，また彼は誰にも妨げられずに，カリフ御前に鐵頭できる

が，これは彼以外には認められないことである。そして時として，カリフと共に幾夜も過ご

す」とあり43），彼がカリフの顧問窟であったことを示している。もっとも，この役割に関して

は，長雨職とal－tawqi‘bi－i・qalam　al．daqiqの職（以下「ダキーク職」と略す）との間に職掌の重複

が見られる。ダep　一ク職に師傅のニュアンスがあるのは，王朝後半期には，幼少時に即位する

カリフが多かったことによるのかもしれない。

　ダキーク職の固有の任務は，文字どおりマザーリム’“｝における細筆による書き入れである。

そして翻訳の「ワズィールが軍人である場合には」以下に示されているのが，マザーリムの手

順である。記述を整理すると，ワズィールの関与する場合とそうでない場合に分けられ，前者

の場合，カリフへの訴願書の提畠（カリフ命令の書き入れ）→diw盃n　al－majlisの長憲に廻送（太

筆で書き入れ）→カリフの署名→諸ディーワーンで処概の確認となり，この間に必要に応じ

てカリフへの事情説明がなされることもある。ワズィールの関与する場合は，カリフからワ

ズィールへの命令の書き入れ→ワズィールの書き入れ→諸ディーワーンでの確認，という手

順である。

　しかしマザーリムの手順の説明としては，この部分のテキストはきわめて不完全な記述で

ある。そもそも，これではダキーク職とal－tawqi‘bi4－qalam　al－jalilの職（以下「ジャリール職」

と略す）の職掌分握も関係もわからない。ところで，Nuzhaの復元には用いられていないが，

Subh［皿：487］には，ダキ・一ク職について，「剣のワズィールがマザーリムに臨む時には，彼は

その傍らにあって，ワズィールがマザーリムにおいて命ずることを書き入れるA，また「マザー

リムの訴願書が提鋤されると，それは＄的ib　al－qalam　al－daqlqのもとへ廻され，彼がカリフの

命令，あるいはワズィールの命令，あるいは自己の裁量によって，必要なことをそれに書き入

れる」とある。さらにジャリール職については，「その職務は，＄判りib　al・qalam　al－daqiqが書き
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入れた事柄を実地の命令にして伝え，敷宿することである」，また「（ダキーク職によって書き

入れられた訴願書は），＄的ib　al－qalam　al－daqlqが指示した事柄を敷術するためにal－qalam　al－

jali1による書き入れの職に廻される」とある。つまり，訴願に対する政府命令は，カリフかワ

ズィールの命令によるにせよ45），自己の裁量によるにせよ，まずダキーク職によって，大筋の

指示がだされ，それを受けて，ジャリール職がより詳細で具体的な命令にするのである。ジャ

リール職はダキーク職の下僚であり，「小職」と呼ばれるゆえんである。

　翻訳中で，diwaR　al－majlisの長官力s’「太筆で書き入れる（つまり政府側の具体的処置を指令

する）」という記述も，すべての場合にあてはまるのではなかろう。訴願の多くは，税に関する

苦情や臣僚の待遇改善に関わるものであったと考えられ，政府側もそれに応じた部署で対応

していたことを示しているのであろう［cf．　Stern1962：204］。またジャリール職は文書庁内

の専門官であって，dlwan　al－majlisの長囲すなわちジャリール職とみなさない方がよい。な

ぜならば，Subh擁：486－488］で1ま，長官職とダキーク職とジャリール職が文書庁の三大職掌

とされているし，また本稿で示した俸給リストでもdiwAn　al－majlis長官とジャリール職は

別々に扱われているからである。

　いずれにせよ，マザーリム手順には，時と場合に応じて様々なバリエーションがあったこと

が知られており，上記のNuzhaテキストも，そのような変遷を重ねる制度のごく一部を不完全

に反映しているにすぎない‘6｝。

al－Khidma打D了w融aトSa‘τd　al－A‘la　wa　al－Adnfi（上エジプト庁）［Nuzha：91］

　翻訳　上エジプトだけを管掌する。ここには，幾つかの部局に分かれて多くの書記が属し

ている。これらの部周は，それぞれに税の徴収（istifa’）を分担しており，遅滞している納入を

請求する蟹促令状（tadhkira）を作成しなければならない。このディーワーンの長官が自らそ

の明細を草し，それは上級宮庁（al－dIw翫a欺ab1r）の長官に廻されて，取り立て命令（istirfa‘）

が書き入れられる。この業務のために長窟は，ハージブあるいはその他の者の申から，適任と

思われる係窟を任命する。この係官のために黛々業務書（muyawama）が用意される。そして

彼は，このディーーワーンで働く間，吏員たち（mustal（hdamim）からそれを受け取り，その写しを

［取り立て］実施諸官庁（al－daw2win　al－usal）へ届ける。

　注釈　上エジプトの徴税担当窟庁である。「上級官庁」とはdiwan　al．majlisやdiwan　al．na4ar

等の財務監督機関を指すのであろうか。「日々業務書」以丁の部分は，上級官庁による発令後，

このディーワーンで正式の督促令状が作成され，それをN々の実際の業務として伝える書類

を現場で実施にあたる機関に取り次ぐ手順と理解できる。．

al－Khidma　f『DTw5n　Asfal　al－Ard（下エジプト庁）［Nuzha：91］

al－Khidrna　ff　Diwfin　at－Thughilr（地中海岸地域庁）［Nuzha：92］

al－Khidma　ff　D了w5n　al－Jaw盃IT　wa　al－Maw5rTth　al一μashriyya（人頭税および遺産管理庁）

　［Nuzha　：　92］　’i7）

　翻訳　（下エジプト庁）このディーワーンは，カイロ北方から港湾諸都市（al－thughitr）を除き，



12 菟　原 車

塩の海（al－bahr　al・milh）に至る地域を管掌する。納入請求および徴収に関する処理規定は前

記（上エジプト庁）岡様である。

　（地中海岸地域庁）アレキサンドリア，ダミエッタ，ナスタルーフ，ブルッルス，ファラマーを

管掌する。この業務および取り立て請求や書記たちに関する規定は，すでに説明されたとこ

ろと同様である。

　（人頭税および二二管理庁）これら二業務のみを管掌する。このディーワーンの長窟は公正

な人物にのみ委ねられ，そこには多くの書記が属している。ディーワーンの状況は前述した

ところと局；様である。

　注釈　これら三機関は，上エジプト庁と同様の業務内容を有する徴税機関である。担当地

域および三種によって，それぞれ独立している。地中海岸の諸都市が下エジプトの中でも別

扱いになっているのは，輸出入税や漁業税の徴収のためであろう’tS）。　jawaliは，むろん法学用

語でいうジズヤのこと。mawarith　hashriyyaは晃亡：者の資産管理。相続入不在の場合には国

庫に没収される［Rabie　l972：127ff．］。

al－Khidma　ff　DTw蚕nay　al－Khar5ji　wa　al－HilfilT（ハラーージー税庁およびヒラーーリー一一税庁）

　［Nuzha：93］

　翻訳　［カリフ資産の］賃貸し不動産（riba‘）および諸雑税（mukits）を管掌する。商工業

（sina‘a）に関わる職掌上，往来する者に対してdiwan　al－abw2bが設置されていた。またすでに

述べられたように，このディーワーンには非常に多くの賃借り人に対する割り当て業務が

あった（wa‘alay－hi　hawalat　akthar　a1－murtaziqina　ka－ma　taqaddama）49）

　注釈　khar2jiはコプトの太陽暦，　hilaliはイスラム暦（太陰歴）を意味し，それぞれの潜に

よって徴収される税を扱う機関である。ただし上記の記述内容は，耕作とは関係がない点か

ら兇て，童としてdiwan　al－hilaliの職掌のように思える。少なくともrlba潤係は，ヒラーリー

である。rib欲こは，家屋ばかりでなく，公衆浴場，店舗，油圧搾所，製粉駈，等も含まれ，これら

の賃：貸し料はイスラム暦の月毎に徴収されていた［cf．　Lev　1991：66；Nuzha：93，注（1）］。

　雑税の内容については，よくわからないが，文脈から見て，忌門を出入りする商品や二二に

かけられた関税を意味しているのかもしれない。abwゑbは文字どおりには，「三門」の意だが，

「諸税」の意もある［c£森本1975：232，244］。

　最後の文章の意味も実は不明である。Goitein［1967：269－270］によれば，当時，店舗や作業

場での営業は，政府に月毎の認可料を支払わねばならなかった。￥awalatとはそのような認可

業務関係のことを意味しているのかもしれないSU）。

al－Khidma實D下waR　al－Kur5‘（厩舎庁）［Nuzha：93－94］

　翻訳　厩舎の業務お’よびそこに飼われるカリフの乗馬その他，またラバやラクダを管掌す

る。このディーワーンの晃積もりによって，役畜や飼養動物の飼料が穀物倉庫や畜舎から供

給される。また政府宮衙周辺で使用されるロバおよび馬具・装備晶や象・キリン・野性動物

の飼料や，そこの吏員全員に関わる支出をも管掌する。このディーワーンには，二名の主務書
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記（ktitib　asl）と一名の会計官（mustaw⑳と二名の補佐宮（mu‘ln）が属する。

　注釈　いわゆる行政機関とは性格の異なる部署である。主務書記と会計官の間では，おそ

らく後者の側に監督権限があったものと思われる。というのは，dlwan　al－jayshにもmustawff

とk2tib　al－jaysh　al－a＄1が任命されているが，前者の地位の方が高いことが知られているから

である［Nuzha：　96－97］。

Dτwan　al－Jihad（聖戦庁）［Nuzha：94－100］

　翻訳　Ibn　al一τuwayr日く：d至wan　al袖adの職，それはdiwan　al一‘ama’ir（‘ama’ir；艦隊）とも

呼ばれる。その位置はフスタートの造船所（sina‘a　al－insha’）にあり，艦隊，カリフの穀物・i薪

その他の運搬船のため［の官庁］であった。＜略＞

　Hく：このディーワーーンの最：も重要な仕事は，艦隊と兵員の維持管理およびai－shaw5ni　al．

切rbiyya，　al－shalandiy議t，　al－mus暎的at，等の船5Dをフスタート，アレキサンドリア，ダミエッタ

で建造し続けること，また，シリア沿岸が彼らの支配下にあった時には，ティレやアッカやア

スカロンに艦隊を派遣することであった。艦隊指揮窟が保持していた兵員名簿は，最終的に

は5，000名を超えた。その内，十名の野戦はal－quwwadと呼ばれた。一人一人はqA’idである。

彼ら全員（兵士全員のことか？）の俸給は，20ディーナールから15，IG，8，2ディーナールであっ

た。また彼らには，天然炭酸ソーダ税（natritn）を含む「戦士の諸税（abwab　al－ghuzき）」として

知られるイクターが与えられた。そして彼らのディ…”・ナールは半ディーナール程度の換算比

率によった。これら十人のカーイドの中から合意を得た者が遠径に赴く艦隊の司令官に任命

された。〈略〉

　注釈　主要業務は，対十字軍戦争における海軍の維持管理である。531年，ワズィール＝リド

ワーンによって創設されたことが知られている。このワズィールの政策の一大特徴は反キリ

スト教徒憲義であり，diwin　al－jihidの創設もその一一環であった［菟原1982：133］。もっとも，

海軍の軍政事務を扱う機関は，それ以前からあったはずなので，創設といっても実際には，従

来のディーワーンを十字軍対策用にi整備・強化し，新たな名称を冠したということではなか

ろうか。

　「戦士の諸税」と呼ばれるイクター一の実態は，上の記述からは，よくわからない。天然炭酸

ソーダの販売収益は国家独古であったことが知られているので，諸種の政府収入が海軍将兵

の取り分として捌り当てられていたのであろう［cf．　Musharrafa　1948：206－207；Rabie　l972：

85－86，137］。「彼らのディーナール」というのが，イクター収入高の表示単位，すなわちディー

ナール・ジャイシーを指すことはまちがいない。

D了wゑnal－Ahbds（ワクフ庁）［Nuzha：leo－IOI］

　翻訳　Ibn　a1－Tuwayr曰く：diwan　ai・al｝basの職。これは業務の最も広汎なディーワーンで

ある。宗教に関わる職掌上，儒頼のおける誠実で卓越したムスリムのカーティブのみがこの

ディーワーンに仕える。そしてここには，ワクフ施設に仕える者たち（arbab　hgdhihi　al．

khldam）の代理人を務める多数の学事（mudabbir）がいる。主事はdiwan　al－rawatibから支給



14 菟　原 車

される彼ら（ワクフ施設に仕える者）の俸禄（arzaq）の確認をし，その支出の実施にあたる。諸

モスクの監督者たち（mush2rif）から，その月の問欠かさず勤めあげたことを証する通知書が

届かない限り，これらの誰に対しても支出は認められない。〈略〉

　このディーワーンにはistimar5tの乎配のため，二人のカーティブと二人の補佐（mu‘in）が属

している。そのistlmarには，土地（riqA‘）や俸給（raw2tib）に関するすべての事柄，およびこの

ディーワーンのために徴収される上下エジプトの諸税Gih2t）が記録される。

　注釈　モスク等の宗教施設の維持管理のためのディーワーンである。俸禄受給者に対する

管理の徹底ぶりが注思される。ファーティマ朝時代には，ワクフ資産は完全な国家管理であ

り，受益者に必要額支払われた後の残額は國庫収入となっていた。つまりワクフ収益は並家

財源の一部でもあったわけで，受益者に対する支出の管理も，そのような観点から重視された

のであろう52）。

　後段のlstlmarはワクフ財源からの収入および支出基準が記されているものであろう。お

そらくこの台帳を資料にして，diw2n　al－raw2tibで俸給支給の最終的調整がなされたものと思

われる。

al－Kkidma　fi　al一丁ir5z　al－SharTf（テイラーズ庁）53）　［Nuzha：101－104］

　注釈　㌻ir初とは，カリフや高官の礼服・官服を指し，転じて，これらの衣類・織物の製作所

をも意味した［Nuzha：IOI，注（4）］。製作所（d2r　aL舞諭は，ダミエッタ，ティンニース等の町

にあった。ティラーズ庁は衣類の制作および宮廷への引き渡しの任にあたったが，いわゆる

行政宮庁とはまた別の機関なので，翻訳による紹介は省略する。

むすび

　以上のディーワーンにおおよその分類を与えるとすれば，次のようになろう。財務統括：

diw5n　al－majlis，　d至w5n　al－na4ar，　dlw加al－taりq冨q。徴税：diw蝕al一＄a‘蒙d，　dlwan　al－asfal　al－ard，

diwan　al－thrgh6r，　diwan　al－jaw51i　wa　al－mawarlth　al－ljashriyya，　cliwaR　al－kharfiji，　diw5n　al－

hilili。軍政と俸給：diw2n　al－lu頭sh　wa　al－raw2tib，　diwan　a1－lqげ，　diw蝕al－jihad。政府文書

全般およびマザーリム：diwan　al－insh2’wa　al－muk盃tab2t。王朝資産管理：diw爵al－kura‘，

［dlwan】　al一誓ira4。ワクフ管理：dl幅n　a茎毎bas。

　むろん，これらがファーティマ朝のディーワーンのすべてではなく，また史料の性格上，末

期の状況の反映にすぎないことは，「はじめに」で述べたとおりである。したがって，筆者の今

後の課題としては，とりあえずNuzhaの記述にもれたディーワーンの把握から始めたいと考

えているが，最後に，当聴のディーワーンの砥究に際しての一般的な注意点を以下に記して，

本稿の筆はおくこととする。①制度は，長い熱心の間には変容するのが当然で，ディーワーン

の礒究も，スタティックなその再構成をもってよしとするのではなく，制度の動態を見きわめ

る必要がある。②ディーワーンのイメーージを近代の窟庁のそれと重ねてはならない。ディー
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ワーンといっても実際には，ある職務に携わる嘗吏の集団と考えた方が，むしろ実情に近いか

もしれない。その証拠に，ワズィールによっては，「諸ディーワーンを懲邸に移す」というよう

なことが可能なのである［三原1978：87；Nuzha：74］。③ディーワーンと等しく呼ばれてい

ても，その性格は一様でない。たとえばその中には，di幅n　umm　al－khallfa（カリフ母厨の

ディーワーン）などのように，明らかに私的家政機関を指すものも含まれる［三原1978：75］。

またあるディーワーンは他のデK一ワーンの部周であることも多く，その統属関係にも注意

を払う必要がある。④編然のことだが，ファーティマ朝のディーワーンといっても，けっして

その前後の蒔代と不連続なわけではない。したがってディーワーン研究も，中世エジプト史

の展瀾という大きな脈絡の中で考えねばならない。

注

1）　ディーワーンに関するまとまった記述は，Khi購［L397一・403］5ub延理：486一一492］に兇られる。

　＄ubl｝には1914年刊の旧版があるが，薪1鉦】爾版は基本的には今一テキストである。ただしページ骨け

　が異なる点が注意を要する。Canard1957はその照版テキストのファーティマ朝鋼度関係部分を「fil：版

　したもの。またW自stenfeld1879は，＄u碑のエジプトの地理と奉謝に関する部分の写本に基づいた翻訳

　だが（ファーティマ朝デG一ワーン関係はpp．188一・195），現行の干ll本と照合すれば，雀i｝i望都分もあり，翻

　訳も不正確である。

2＞　ファーテーマ朝ディーワーンに関する主な研究としては瀬usharrafa1948：150一一23！；Majidl．973：

　第3章，第5章；Magued（漁lid），1962　；　lmaniiiddin1969；8PD1w盃n”等があるQその他にNtizhaテキスト

　につけられた校訂者による解説“Nu4uni　1E－1？a㌻imiyyiR〈「ファーーティマ朝の1旨［渡」，以下「校訂鷺，解説」

　と略す〉”は有用である。なお本稿準届翻・1に，A．　F．　Sayyid，α1・Pα漁磁磁lfη吻α万M競猷噴fγ∫α甑∫

　（郵エジプトのファー・・一ティマ朝一新解釈』），Cairo，1992の1．1：1版を知ったが，入手が聞に合わず，筆考来見

　である。文書庁とマザーリムに肥しては，Stern！964が優れている。

3）Nuzha序文［18－23】Q特にKhi購の写本については，イスタンブル写本（No．！472）の窟簗草稿および

　ミュンヘン写本細。，員6），ライデン写本（No．372＞を用いることによって，プーラーク版の誤りや欠

　落を訂正することができたという。もっとも，ディーワーンに関する都分に限っていえば，ブーラー

　ク版を大きく修正した箇断は，私には見当らなかった。

4）復元に用いられた史料の著暫は，いずれもマムルーク朝時代の著述家であり，彼らがNuzhaを引溺

　する段階で，すでに自らの意隙こ基づいた記述の整理をしているのは，それぞれの対応箇所を対比す

　れば，一一・　E瞭然である。また，記述内容そのものにも異嗣があるe繊典聞に異悶がある場合，サイイド

　氏は，原則として，　Klii㌻a㌻に依拠した復元をしている。

5）　デd一一ワーーンの職掌にそれほど関係しない記述は省略し，〈略〉で示す。また［］は私の補足であ

　る。

6）　長宮職を示す語には，他にmutawalliがあるが，ファーティマ朝籍糊に闘する眼り，騨阜ibとmutawalli

　は問義とみなせる。

7＞　ustadh　mu⑫nnak。最高位：の審官。ターバンをあご（1ヌanak）にまわして結わえるのが特徴［＄ub姻咀

　　：　4771　e
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8）　これがdlwan　al・majlisの働盛であろう。

9）「内側，外側」というのは，具体的にはよくわからないが，リストの書き分けを意味するものと思われ

　る。

10）　ラマダーンと断食明け祭の問，食事を提供する建物［Lev玉991：142］。

ll）　官服製作所［本稿：14］。

12）毎年ナイルが満水すると，灌心用運河の瞬遡式典が盛大に挙行された。詳しくは，Sanders　l994：

　10G－112を見よb

13）istimarとは，官吏の俸禄のことを記した公文書。日毎，月毎，年毎に現金・現物の俸禄が記される

　［Nuzha　：　76，　’（’Ell（1　）］　0

14）　ファーティマ朝後半期の大半は，ワズィールが，カリフに代わって，実質上の統治者であったことを

　反映した表現である。

15）　より詳しくは，菟原1978：90を見よ。

16）arb2b　al－budUlの部分1ま，Khi￥at［1　：400］および1．　R［W：142］では，arbab　al．daw豆a，また正tti’ag［aj

　　：338］では，arbab　al－damitnat（daman；徴税請負）となっているが，校訂者は1．　F．の写本によって，

　buditlと確定している。　budglの意味は不明瞭だが，テキストの文脈およびltti‘agの表現に鑑みて，納税

　面面契約における未納残額の「弁済」と解釈した。

17）　AbG　al－Mulaffar　Bahram（在位529－531年）。　Riφwan　b．　al－Walakhshi（在位531－533年）がその後任［菟

　原　1982：131－133］。

18）　muqabalaについては，cf．　Mammati：30王；Coeper　1973：240－241。

19）531年：「§a籍1‘aal・Khilafaと称されるAba　Zakarlをdiwan　al－tallqiqから免じた。〈略〉彼はdlwan

　al－majlisにおいて，　AbU　ManSar　Mu凶事騰ad　al－AnSariの同僚であった」［Nuzha：50］。532年：al－

　Akhramをdlwan　al－nagarから更迭し，a1．Murta髄al樋u⑫nnakを｛一Z用　［Nuzha：49］。（年代はいずれも

　Itti‘a多出1163，165］によって確定。）

20＞　balad　muqawwarは，校訂者の注［Nuzha：83，注（1）］に依拠して訳したが，＄11恥睡：488］では，balad

　kamila，1。　F．［W：k31では，balad脇uqarraraとあり，再検討を要する。

21）　等級と金額は，注釈において整理して示す。

22）mustawflという筥職名はd1wan　al－kura‘（後述）にも見られる［cf．　Rabie　l972：156］。

23）「単なる署名だけではなく，説明のある書類をもとに」というのは，文書処理の段階で，単に承認の署

　名を書き入れるだけでなく，案件に対する事情説明を書き加えるという意味であろう。

24）zimam　al　，qa＄r　L／下＄a与圭b　a1－majlisまでも，ムハンナクの憲嘗に属する［§ubll，　M：480－481；Lewis

　1974　：　204－205］．

25）　マザーリムにおけるal－tawql‘　bi－1－qalam　al－daqiqの職［本稿：9］Q

26）武窟中で「剣のワズィール」に次ぐ地位を占める［＄ubll，M：479；Lewis　l974：203］。

27）太刀持ち，槍持ち共，カリフが患御するパレードでの職“＄　［＄ubb，皿：479；Lewis　l974　：　204］。

28）　daftar　al－majlis作成のためにdiwan　al－majlisの長’営とは別に佐命される専任のカーティブのことと

　思われる。第2等級のsahib　al－daftarとは別人である。本稿：2を見よ。

29）マザーリムにおけるal・tawqi‘　bi・1－qalam　al－jalilの職［本稿：9］。
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30）　Nuzha記述はKhitat［　1：401－402］にほぼ一致。1．　F．［IV：143－145］では多少の表現の細岡がある。

31）Nuzhaの校訂者はMakhzami［68－69］によって，この所管の移行を指摘する［校訂者，解説：59，65】。

　MakhzUmiの記述は以下のとおり。「このような者たちに対する俸給支給業務は，［以前］dlwan　al－

　jayshでなされていたが，その業務專驚のディーワーンに移管され，それは，diwan　al・rawatibと呼ばれ

　た。このディーワーンは，dlwan　al－jayshの一部局であったが，［その後］その長官は，諸財務を扱う

　diwan　a1－majlisの長富に属するようになった。」

32）合箪した後，平均額が算繊されるのであろう。

33）　作物の種類毎に，単位醸積あたりの税額が異なることを意味するのであろう［c£Rabie　1972：74－75

　；　Cooper1976　：　379－381］　．

34）　「それを請け負う（wa⑫mina－ha）」の語句はNuzhaでは欠落。　L　F．［IV：148］によって補った。

35）ファーーテKマ朝時代の「イクター」の語は，次の三タイプを指す可能性がある。①カティーア（特に

　軍事奉仕と結びつかない私有地）。②納税講負。③軍事イクター（軍事奉仕の代償として俸給のかわ

　りに授与された徴税権）［菟原1993：182一王83］。

36）　もし「定められた額」をムクターの取り分と解釈すると，この項全体の解釈もまた全く異なってくる。

37）佐藤次高氏は「i‘tidadのイクター」を「儒頼のイクター」と訳されている［佐藤1986：187］。また

　ディーナール・ジャイシーについては，佐藤1986：117，226，239－241を見よ。

38）　これら三機関は，テキストではそれぞれ独立項匿であるが，本稿では文書庁関係の職掌としてまと

　めて扱う［cf．§ubll，1護：486－487］。

39）　このイクターは，恩典として授与されるカテイーアであろう［cf．　Rabie　1972：26］。

40）「ワズィールが軍人である場合には」というのは，ファーティマ朝後半期の状況を指す。「四つの場

　舎」というのが，どのようなことを指すのか，テキスト文脈から窺うことはできない。

41）豪時の署名は名前や職名ではなく，各欄人特有の標語でなされた。詳しくはStem　1964：！23－165

　および撫zha：89，注〈1）を見よ。

42）　ファーティマ朝の文書庁の業務規範を記した同時代史料として，Ibn　a1一＄ayraff，　Q霊魂4伽伽α♂，

　rasd’ilがある。刊本は二種：‘All　Bahj　a（ed．），Cairo　l905およびA．　F．　Sayyid（ed。），Cairo　1990。

43）＄ttbil［M，486］もほぼ1司様の記述。なおNuzhaテキストの長密職の部分は，＄u顕，1；102－103に依拠

　している。

44）一般州民や距僚の苦情を審理し，裁定を下すために設けられた一種の行政訴訟の鋼度。ファーティ

　マ朝では，訴願に舛する事務処理は，主として文書庁を中心におこなわれた。

45＞　カリフやワズィールの命令は，ごく抽象的なものか，「よきに計らえ」式のものが多かったと思われ

　る。

46）マザーリムの手順については，以下を見よ。Stern1962：193－209；Stern1964：95一・102；菟原1978：

　91＋一92；’eg［ff［　1982　：　143－1440

47）　これら三機関は，テキストでは独立項臼だが，本稿では便宜上まとめて扱う。

48）　あらゆる商品の翰繊入には種々の率の税がかけられた。特にアレキサンドリア，ダミエッタ，ティ

　ンニースで，ヨーロッパ人の商入による輸入品にかけられた税は，khums（五分の一幅）と呼ばれた。

　またナスタルーフは漁業のさかんな土地で，膨大な漁叢税が徴収されていたという［Rabie　l972＝88，
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　90－95］　．

49）文頭のwaは1．　F．［IV：149］によって補った。また「すでに述べられた」というのは，1．　F．の文脈上の

　ことであるが，相当箇駈は確認できなかった。

50）Goiteinによると，店舗は，家歴やアパート同様に，イスラム暦の月毎の賃貸借契約だったので，認可

　　も月毎にあわせる必要があったとしている［cf．　Rabie　1972：105］。

51）いずれも大型の戦闘艦の名称［Nuzha：95，注（2），（3），（4＞］。

52）　ファーティマ朝縛代のワクフについては，Amin　1980：52一・56，59－61を晃よ。

53）　この部署にはdlwanの名称が冠せられていない。
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